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○ 大阪病院機構の概要 

 

（１） 現 況 

 

① 法人名 

 

② 本部の所在地 

 

③ 役員の状況 

 

④ 設置・運営する病院 

 

 

 

   ⑤ 職員数 

 

 

（２） 大阪府立病院機構の基本的な目標等 

 

 

 

 

（３） ５病院の概要 
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全 体 的 な 状 況 
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項 目 別 の 状 況 

 

 

第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・府立病院機構は、大阪府の医療政策として求められる高度専門医療を提供し、及び府域における医療水準の向上を図り、府民の健康の維持及び増進に寄与するため、府立の病院を運営し、医療の提供を確保すると

ともに、さらに医療の質の向上を図り、併せて、府域における医療水準の向上に貢献するため、新しい医療の開発など調査研究の推進及び質の高い医療従事者の育成に努めること。 

・府立の病院は、次の表に掲げる基本的な機能を担うとともに、地域の医療水準の向上にも寄与するため、必要な診療機能を確保すること。 

病院名 基 本 的 な 機 能 

大阪府立急性期・総合医療センター  

・救命救急医療、循環器医療など緊急性の高い急性期医療 

・がん、糖尿病、腎移植、難病などに対する専門医療及び合併症医療 

・障害者医療及びリハビリテーション医療（H19 年度～） 

・これらの医療水準の向上のための調査、研究及び教育研修 

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 
・呼吸器疾患、肺腫瘍、結核、アレルギー性疾患を対象に、急性期から慢性期在宅ケアに至る合併症を含めた包括医療 

・これらの医療水準の向上のための調査、研究及び教育研修 

大阪府立精神医療センター 
・精神障害者の医療及び保護並びに医療水準の向上のための調査、研究及び教育研修 

・発達障害者（児）の医療及び療育並びにこれらに関する調査、研究及び教育研修 

大阪府立成人病センター 
・がん・循環器疾患に関する診断、治療及び集団検診 

・がん・循環器疾患に関する調査、研究、治療法の開発及び教育研修 

大阪府立母子保健総合医療センター 
・母性及び小児に対する医療及び保健指導 

・母子保健に関する調査、研究、治療法の開発及び教育研修 
 
 

 

 

 

第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

 

 中 

 期 

 計 

 画 

・府立の病院として公的使命を果たすため、診療機能の充実及び高度医療機器の計画的な更新・整備に一丸となって取り組むとともに、調査・臨床研究及び教育研修に関する機能の強化に努める。これらを通じて病

院の活力と魅力の向上を図ることにより、優れた人材の確保・養成を進め、さらに充実した高度専門医療を提供していくこととする。 
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

（１）高度専門医療の充実 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

①診療機能の充実 

・府立の病院が「府立の病院改革プログラム・診療機能の見直し編」（平成15年3月策定）に掲げる基本方向に沿って、それぞれの役割に応じ、医療需要の質的・量的変化や新たな医療課題に適切に対応するため、

患者動向や医療需要の変化に即して診療部門の充実及び見直しを行うことや、女性専用外来など府民ニーズに応じた専門外来の設置及び充実を進めるなど、体制の整備等を図ること。 

②高度医療機器の計画的な更新・整備 

・府立の病院に求められる高度専門医療を提供できるよう、中期目標の期間における資金計画を策定し、計画的な医療機器の更新・整備を進めること。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 診療機能の充実 

（１）大阪府立急性期・総合医療セン

ター（以下「急性期・総合医療セン

ター」という。）、大阪府立呼吸

器・アレルギー医療センター（以下

「呼吸器・アレルギー医療センタ

ー」という。）、大阪府立精神医療

センター（以下「精神医療センタ

ー」という。）、大阪府立成人病セ

ンター（以下「成人病センター」と

いう。）及び大阪府立母子保健総合

医療センター（以下「母子保健総合

医療センター」という。）がそれぞ

れの役割に応じて、医療需要の変化

や新たな医療課題に適切に対応する

ため、次のとおり新たな体制整備や

取組の実施などの診療機能の充実に

努める。 

・また、病院の基本的な診療機能を客

観的に表す臨床評価指標を設定し、

平成18年度から病院ごとにその実績

を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

・大阪府立急性期・総合医療センター（以下「急性

期・総合医療センター」という。）、大阪府立呼吸

器・アレルギー医療センター（以下「呼吸器・アレ

ルギー医療センター」という。）、大阪府立精神医

療センター（以下「精神医療センター」とい

う。）、大阪府立成人病センター（以下「成人病セ

ンター」という。）及び大阪府立母子保健総合医療

センター（以下「母子保健総合医療センター」とい

う。）がそれぞれの役割に応じて、医療需要の変化

や新たな医療課題に適切に対応するため、新たな体

制整備や取組の実施など、診療機能の充実に努め

る。 

・また、臨床評価指標を公表するため、平成18年度

は、各病院の基本的な診療機能を客観的に表す指標

としてどのような指標が適当であるかを検討し、こ

れを設定するとともに、各病院においてその測定を

行う。 

 

 

○検討体制 

○検討実績 

○設定した診療機能指標の概要 
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ア 急性期・総合医療センター 

（２）脳卒中や心筋梗塞等の循環器救

急患者に対する救命救急医療を強化

するため、救命救急センター内に、

ＳＣＵ（脳卒中集中治療室）の整備

及びＣＣＵ（心疾患集中治療室）の

拡充を進める（平成18年度から整備

を開始）。 

 

 

 

・ＳＣＵ(脳卒中集中治療室)及びＣＣＵ（心疾患集中

治療室）については、平成18年度に救急病棟の既存

病床を利用してＳＣＵ３床を暫定運用する。 

・また、平成19年度の本格運用を目指し、医療スタッ

フの確保に努めるとともに、必要な施設・設備の整

備を行う。 

 

○ＳＣＵの暫定運用の取組・運用実績 

○医療スタッフの確保及び施設の整備状況 

    

（３）障害者医療とリハビリテーショ

ン医療を効果的に実施するため、平

成19年度に大阪府立身体障害者福祉

センター附属病院を統合することに

より、障害者総合外来及び障害者歯

科を設置するとともに、リハビリテ

ーション科を開設し、回復期リハビ

リ病棟及び障害者病棟を整備する。 

 

 

・平成19年度の大阪府立身体障害者福祉センター附属

病院との統合に向け、施設改修（回復期リハビリ病

棟、障害者病棟及び障害者歯科等）を行うととも

に、大阪府と協議しつつ組織・運営面における連携

体制づくりを進める。 

 

 

 

○施設改修の取組状況 

○組織・運営面の連携体制づくりの状況 

    

（４） 

 

 

 

・患者の多様なニーズを踏まえ、助産師による妊産婦

検診や保健指導などを行う助産師外来を設置する。 

 

○助産師外来の設置状況 

 

    

イ 呼吸器・アレルギー医療センター 

（５）ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾

患）、肺がん等の喫煙関連疾患の治

療と予防における診療機能の向上を

目指して、「たばこ病外来」を設置

し、これを核に横断的な診療体制の

構築を図る。 

 

 

・肺気腫や慢性気管支炎などのＣＯＰＤ（慢性閉塞性

肺疾患）、肺がん等の喫煙関連疾患に対する総合的

診断・治療を行うため、「たばこ病外来」を設置す

る。また、設置に当たっては、府民の利用促進を図

るため、積極的な広報に努める。 

 

○「たばこ病外来」の設置状況 

○広報活動の状況 

 

    

（６）臨床研究体制を充実し、難治性

喘息・アトピー等のアレルギー疾

患、肺がん、びまん性呼吸器疾患、

結核等の臨床研究を促進し、診断技

法、治療法等に関する技術の向上を

図る。 

 

 

 

・平成18年度に臨床研究部を設置し、結核、免疫アレ

ルギー等５つの研究分野について、調査・研究を行

う。 

 

 

○臨床研究部の設置状況 

○調査・研究の内容 
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ウ 精神医療センター 

（７）療養環境の改善、重症患者の受

入れ機能の拡充などの観点から、経

営を改善し、不良債務（事業年度の

末日における短期の資金の不足をい

う。以下同じ。）の解消を図り、平

成22年度中の完成を目指して建て替

えによる再編整備を推進する。 

・児童期部門と思春期部門について

は、治療法や教育への配慮など共通

する側面が多いことから、両部門間

の連携を強化し、効率的・効果的な

医療の提供を図る。 

 

 

・建て替えによる再編整備の平成22年度の完成を目指

し、平成18年度中に、大阪府の建設事業評価を受け

るとともに、ＰＦＩ実施方針の公表、特定事業の選

定など、ＰＦＩ法(民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律)に基づく手続に着手

する。 

・建て替えに当たっては、治療法や教育への配慮など

共通する側面が多い児童期部門と思春期部門との一

体的な整備について、ＰＦＩ実施方針に位置づけ

る。 

○ＰＦＩ法に基づく手続の進捗状況 

 

 

 

 

 

○ＰＦＩ実施方針の内容 

    

エ 成人病センター 

（８）医師等の増員により、難治性が

ん患者に対する手術実施体制を拡充

する（平成18年度から段階的に実

施）。 

 

・麻酔医の確保や、院内に手術待ち解消委員会を設置

し取組を進めることにより、特定機能病院として、

難治性がん患者に対する手術件数の増加を図る。  

 

 
平成17年度

実績 

 平成18年度

目標値 

難治性がん手術件数 758件 800件 

 

備考 

・難治性がん手術件数は、肺がん、肝がん、膵がん、

胆のうがん、食道がん、骨髄液採取、卵巣がん及び

骨軟部腫瘍に係る手術件数。 

 

 

○麻酔医確保の状況 

○手術待ち解消委員会の設置・開催の実績 

 

    

（９）難治性がん患者に対する高度先

進医療を実践するため、臨床腫瘍科

及び外来化学療法室の拡充を図る。 

 

・平成 17 年度に設置した臨床腫瘍科の病床利用率の向

上及び外来化学療法室の利用件数の増加を図る。 

 

区 分 
平成 17 年度

実績 

平成 18 年度

目標値 

臨床腫瘍科の 

病床利用率 
87.2％ 95％ 

外来化学療法室

の利用件数 
35.4 人/日 40 人/日 

 

○臨床腫瘍科の病床利用率の状況 

○外来化学療法室利用件数の状況 
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（10）骨髄幹細胞移植術による心血管

の機能回復などの再生医療、光線力

学的治療、分子標的治療や遺伝子治

療について、研究所と共同して治療

法の開発に取り組み、治療開始を目

指す。 

・再生医療、光線力学的治療、分子標的治療や遺伝子

治療について、研究所と共同して治療法の開発に取

り組み、四肢末梢血管再生治療を行うとともに、抗

がん剤感受性予測試験を取り入れた個別化医療の実

現化などを図る。 

 

区 分 
平成17年

度実績 

平成18年

度目標値 

四肢末梢血管再生治療 1 件 2 件

光線力学的治療 6 件 11 件 

○四肢末梢血管再生治療、光線力学的治療の件

数の目標達成状況 

 

    

オ 母子保健総合医療センター 

（11）医師等を増員するとともに、他

病院と連携して人材・施設の共同利

用も図りつつ、手術実施体制の拡充

に取り組む（平成18年度に着手）。 

 

 

 

 

・小児外科医等を確保するとともに、平成18年度に他

病院と連携し、他病院の手術室等の施設・設備等を

活用することなどにより、手術件数の増加を図る。 

 

 平成17年度実績 平成18年度目標値

手術件数 3,366件 3,430件 

○小児外科医等の確保の状況 

○手術件数の状況 

    

（12）先天性疾患、小児難病などに対

する専門的な診療機能の充実や胎児

治療に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・胎児治療については、平成17年度から開始した双胎

間輸血症候群のレーザー治療を推進する。 

・高度先進医療であるＣＤ34陽性細胞移植や、患者に

とって負担の少ないＲＩＳＴ法(骨髄非破壊的前処置

による造血幹細胞移植法)による移植など骨髄・造血

幹細胞移植の拡充を図る。 

・効果的な栄養治療として、平成17年度から開始した

ＮＳＴ活動(医師、看護師、栄養士、薬剤師、検査技

師のチーム活動による低栄養状態の改善指導）を推

進する。 

 

区 分 
平成17年

度実績 

平成18年

度目標値

双胎間輸血症候群ﾚｰｻﾞｰ治療 1件 3件

ＣＤ３４陽性細胞移植 5件 5件

ＲＩＳＴ法による移植 19件 20件 

○双胎間輸血症候群のレーザー治療件数の目標

達成状況 

○ＣＤ34陽性細胞移植、ＲＩＳＴ法による移植

の実施件数の目標達成状況 

○ＮＳＴ活動の取組実績 
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（13）高度医療を受けた小児・家族に

対する心のケアの充実、在宅医療の

推進などに取り組む。 

・ホスピタルプレイスペシャリスト(病院の各部門と協

力して、「遊び」を通して入院した子どもの不安や

恐怖などのストレスを最小にするための心理的サポ

ートを行う専門家)による療養支援など、高度医療を

受けた小児・家族に対する心のケアを充実するとと

もに、在宅医療支援室を設け、地域の医療機関、学

校等の教育機関との連携を図り、入院している子ど

もの在宅療養への移行を進める。 

 

 

○ホスピタルプレイスペシャリストによる療養

支援の取組実績 

○在宅医療支援室の設置状況 

 

    

② 高度医療機器の計画的な更新・整備 

（14）高度専門医療の充実のため、平

成18年度に更新・整備計画を策定

し、リニアック（高エネルギー放射

線治療装置）やアンギオ（血管連続

撮影装置）などの高度医療機器を計

画的に更新・整備をする。更新・整

備計画の策定に当たっては、リース

の活用や稼働率の向上策も併せて検

討する。 

 

 

・リニアック（高エネルギー放射線治療装置）やアン

ギオ（血管連続撮影装置）などの高度医療機器を計

画的に更新・整備を行うため、リースの活用や稼働

率の向上策も考慮しつつ、平成18年度に中期計画期

間中（平成22年度まで）の地方独立行政法人大阪府

立病院機構（以下「法人」という。）としての更

新・整備計画を策定する。 

 

○高度医療機器の更新・整備計画の策定状況 

○リース活用や稼働の状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

(2) 優れた医療スタッフの確保 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

① 医師の人材確保 

・各病院において提供する高度専門医療の水準を維持・向上させるため、優秀な医師の確保に努めるとともに、教育研修体制の充実を図りつつ、臨床研修医及びレジデント（専門分野の研修医をいう。以下同じ。）

の受入れに努めること。 

②看護師、医療技術職の専門性向上 

・認定看護師（認定看護師認定審査に合格し、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた者をいう。）や専門看護師（専門看護師認定審査に合格し、特定の専門看護分野において

卓越した看護実践能力を有することが認められた者をいう。）を確保するなど、看護師の専門性の向上を図るとともに、患者に接する機会が最も多い看護職の意見がきめ細かく反映できる体制の整備に努めるこ

と。 

・薬剤師、放射線技師、検査技師等の医療技術職について、研修等を充実し、専門性の向上を図ること。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 医師の人材確保 

（15）各病院が提供する高度専門医療の

水準を維持・向上するため、大学等関

係機関との連携の強化や教育研修の充

実により、診療能力が高く資質に優れ

た医師の育成に努めるとともに、公募

による採用等も活用しつつ、優れた医

師の確保に努める。 

・臨床研修の受入れについては、教育研

修のプログラムの充実等により教育研

修体制を強化するとともに、報酬等の

処遇の改善も行いつつ、臨床研修医及

びレジデント（専門分野の研修医をい

う。以下同じ。）の受入れの拡大に努

める。 

 

 

 

 

 

（参考）臨床研修医等の受入れ数 

    （平成 16 年度実績） 

区分 人数 

臨床研修医 44 人 

レジデント 79 人 

 

・医師の人材確保については、大阪府と連携しつつ、

国等への働きかけを行うとともに、医学部を設置す

る府内５大学や自治体病院による協議の場などを通

じて、確保に取り組む。 

・教育研修については、呼吸器・アレルギー医療セン

ターに臨床研究部、成人病センターに内視鏡教育研

修センターを設置するとともに、母子保健総合医療

センターにおいて周産期・小児医療の専門医を育成

するためのレジデントコースを開設するなど、各病

院において教育研修プログラムの充実を図る。 

・医師の処遇改善を図るため、精神医療センターに勤

務する精神保健指定医に対する手当の創設や、臨床

研修医やレジデントの報酬単価の引上げなどを行

う。 

・成人病センターにおいて、高度専門医療を担う優れ

た人材の確保・養成を図るため、海外からの

医師の受入れなど海外との連携を目指した国際交流

委員会を立ち上げる。 

 

臨床研修医等の受入れ数 

区分 
平成 17年

度実績 

平成18年度

目標値 

臨床研修医 
（うち協力型受入れ数） 

100人

（54） 

 100人

 （57）

レジデント   71人   87人

○医師の人材確保の実績 

○臨床検査部、内視鏡教育研修センターの設置

状況 

○周産期・小児医療専門医のレジデントコース

の開設状況 

○臨床研修医・レジデントの受入目標の達成状

況 

○医師の処遇改善の実績 

○国際交流委員会の設立状況 
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備考 

・協力型受入れ数は、協力型臨床研修病院（主たる臨

床研修病院と共同して、特定の診療科において短期

間の臨床研修を行う病院）として、臨床研修医を受

け入れた人数。 

 

② 看護師、医療技術職の専門性向上 

（16）患者及びその家族に接する機会が

多い看護職の専門性の向上及び水準の

高い看護を提供するため、研修期間中

の支援制度を設け、各病院における認

定看護師（認定看護師認定審査に合格

し、特定の看護分野において、熟練し

た看護技術と知識を有することを認め

られた者をいう。）及び専門看護師

（専門看護師認定審査に合格し、特定

の専門看護分野において卓越した看護

実践能力を有することを認められた者

をいう。）の資格取得を促進する。 

 

・より水準の高い看護を行うため、認定看護師及び専

門看護師の資格取得を促進するための長期自主研修

支援制度を創設し、平成18年度の研修参加者から選

考の上、当該制度を適用する。 

 

○長期自主研修支援制度創設の取組実績 

○長期自主研修の参加状況 

 

    

（17）患者ニーズを的確に把握している

看護師の意見が病院運営に反映できる

よう、看護師職制を再編成し、病院運

営への参画体制を強化する。 

・看護師については、平成18年度から職責に応じた職

制に再編成を行うとともに、急性期・総合医療セン

ターにおいて、法人化を機に新たに設置する特命副

院長に看護師を登用し、病院経営への参画を推進す

る。 

 

○看護師職制再編の取組状況 

○特命副院長への登用実績 

 

    

（18）薬剤師、放射線技師、検査技師等

の医療技術職について、各部門で専門

性に応じた研修等を実施し、専門的技

能の向上を図る。 

 

・薬剤師、放射線技師、検査技師等の医療技術職につ

いて、各部門で専門性に応じた研修等を実施し、専

門的技能の向上を図る。 

○医療専門技術職を対象とする研修の実施状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

(3) 医療サービスの効果的な提供 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・より多くの府民に対して高度で専門的な入院治療を提供するため、効果的な病床管理に努め、稼動病床に対する病床利用率の向上を図ること。 

・府立の病院が担うべき高度専門医療をより効果的に提供する観点から、他の医療機関との役割分担と連携を強化し、患者に適した医療機関への紹介を進めつつ、紹介された患者の受入れに努め、紹介率の向上を図

ること。 

・より短い期間で効果的な医療を提供し、患者負担の軽減にも寄与できるよう、クリニカルパス（疾患別に退院までの治療内容を標準化した計画表をいう。以下同じ。）の適用を進め、質の高い医療を提供するこ

と。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己 

評価 

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 病床利用率の向上 

（19）各病院において目標値を設定し、効果的

な病床管理を徹底することにより、病床利用

率のより一層の向上に取り組む。 

 

病床利用率に係る目標 

病院名 
平成16年度 

実績（％） 

平成18年度

から平成22

年度までに

おける目標

値（％） 

急性期・総合

医療センター 
86.9 90 

呼吸器・アレル

ギー医療セン

ター（一般病

床のみ）  

88.3 90 

精神医療セン

ター 
70.4 78.2 

成人病センタ

ー（人間ドック

を除く。）     

96.3 96.5 

母子保健総合

医療センター 
85.7 86 

備考  

１ 退院患者数は、死亡による退院を除く。 

２ 病床回転率＝年間日数÷平均在院日数 

        ×病床利用率 

 

・各病院の実状に応じて、病床の病棟間の相互利用な

どによる効果的な病床管理や、病病・病診連携の一

層の強化などを行い、中期計画で設定した次の病床

利用率の目標値を達成する。 

 

病床利用率に係る目標 

 

病院名 平成18年度

目標値 

急性期・総合医療センター 

 

90.0％

呼吸器・アレルギー医療センター 

（一般病床のみ） 

90.0％

精神医療センター 

 

78.2％

成人病センター 

（人間ドックを除く。） 

96.5％

母子保健総合医療センター 

 

86.0％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病床利用率の状況 
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（参考）入院実績（平成 16 年度実績） 

 

病院名 新入院

患者数 

退院患

者数 

病床回

転率 

  人 人  

急性期・総合

医療センター 

13,632 13,079 23.5 

呼吸器・アレ

ルギー医療セ

ンター  

7,045 6,624 11.6 

精神医療セン

ター 

605 609 1.1 

成人病センタ

ー 

8,688 8,435 17.5 

母子保健総合

医療センター 

7,131 7,060 20.8 

 

備考  

・退院患者数は、死亡による退院を除く。 

・病床回転率＝年間日数÷平均在院日数×病床

利用率 

 

 

 

（参考）入院実績（平成 17 年度実績） 

 

病院名 
新 入 院

患者数 

退 院 患

者数 

病 床 回

転率 

  人 人

急性期・総合

医療センター 

14,138 13,608 23.6

呼吸器・アレ

ルギー医療セ

ンター  

6,798 6,513 11.5

精神医療セン

ター 

607 629 1.1

成人病センタ

ー 

8,561 8,590 17.5

母子保健総合

医療センター 

7,108 7,098 20.8

 

備考  

・退院患者数は、死亡による退院を除く。 

・病床回転率＝年間日数÷平均在院日数×病床利用率 

② 紹介率の向上 

（20）地域の診療所や民間病院との役割分担の

明確化と連携の強化に取り組み、患者に適し

た医療機関への紹介を進めつつ、紹介率の向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各病院において、地域の診療所や民間病院との役割

分担の明確化と連携の強化に取り組み、紹介率につ

いて、中期計画に掲げる平成22年度目標値の早期達

成を目指して取り組むとともに、患者に適した医療

機関への紹介（逆紹介）についても、平成18年度の

目標を設定し、その達成に向けて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○紹介率及び逆紹介率の状況 
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 紹介率に係る目標 

病院名 
平成16年度

実績（％） 

平成22年度

目標値(％) 

急性期・総合医

療センター 
47.5 60 

呼吸器・アレルギ

ー医療センター 
44.5 55 

精神医療センタ

ー 
40.9 44 

成人病センター 

 
65 70 

母子保健総合医

療センター 
71 72.5 

備考  

・紹介率（％）＝（文書による紹介患者数＋救

急車で搬送された患者数）÷（初診患者数－

時間外、休日又は深夜に受診した６歳未満の

小児患者数)×100 

紹介率・逆紹介率に係る目標（平成18年度目標値） 

病院名 
紹介率 

(%) 

逆紹介率

(%) 

急性期・総合医療センター 53.5 41.0 

呼吸器・アレルギー医療セン

ター 
51.0 38.0 

精神医療センター 

 
42.0 29.5 

成人病センター 

 
75.0 72.0 

母子保健総合医療センター 

 
72.6 15.7 

備考  

・紹介率（％）＝（文書による紹介患者数＋救急車で

搬送された患者数）÷（初診患者数－時間外、休日

又は深夜に受診した６歳未満の小児患者数)×100 

・逆紹介率（％）＝逆紹介患者数÷初診患者数×100 

③ 入院医療の標準化 

（21）入院における患者の負担軽減及びわかり

やすい医療の提供のため、クリニカルパス

（疾患別に退院までの治療内容を標準化した

計画表をいう。以下同じ。）の適用を進め、

より短い期間で質の高い効果的な医療を提供

する。 

・クリニカルパスの適用率（新入院患者に対す

る適用患者数の割合をいう。）を高める。 

・入院における患者の負担軽減及びわかりやすい医療

の提供のため、各病院は、院内のクリニカルパス委

員会等における検討を通じ、クリニカルパスの種類

を増やすとともに、適用率（新入院患者に対する適

用患者数の割合をいう。）を高める。 

 

クリニカルパス適用状況 

（平成17年度実績・平成18年度目標値） 

病院名 区分 

平成１７

年度実

績 

平成１８

年度目

標値 

適用率 65.80% 70.00%急性期・総合医療

センター 種類数 260 270

適用率 22.10% 31.00%呼吸器・アレルギ

ー医療センター 種類数 49 52

適用率 45.00% 48.00%
成人病センター 

種類数 79 80

適用率 30.60% 35.00%母子保健総合医

療センター 種類数 20 25

 

 

○クリニカルパス適用率及び作成の状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 高度専門医療の提供及び医療水準の向上 

（4） 府の医療施策推進における役割の発揮 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

①災害時における医療協力 

・災害時には、大阪府地域防災計画に基づき、府の指示に応じるとき、又は自ら必要と認めたときは、基幹災害医療センター及び特定診療災害医療センターとして、患者を受け入れるとともに、医療スタッフを現地

に派遣して医療救護活動を実施すること。 

②医療施策の実施機関としての役割 

・健康福祉行政を担当する府の機関と連携・協力して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成15

年法律第110号）、結核予防法（昭和26年法律第96号）等に基づく患者への対応など、府の医療施策の実施機関としての役割を果たすこと。併せて、健康危機管理事象への対応など、将来の行政需要を含めた医療

課題等について、府の指示に基づいて公的病院としての役割を果たすこと。 

③調査及び臨床研究の推進 

・大阪府立成人病センター及び大阪府立母子保健総合医療センターは、調査部及び研究所と病院が連携し、がん及び母子医療の分野において、疫学調査や診断技法・治療法の開発及び臨床応用のための研究を推進す

ること。また、大阪府がん登録事業など府の健康づくり施策の基礎となる調査を行うこと。 

・その他の病院においても、それぞれの高度専門医療分野において、調査や臨床研究を推進すること。 

・また、府域の医療水準の向上に寄与する観点から、大学等の研究機関や企業との共同研究などを促進すること。 

・各病院のそれぞれの機能を活かして、新薬の開発等に貢献し、治療の効果や安全性を高めるため、治験を推進すること。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己 

評価 

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 災害時における医療協力 

（22）災害時には、大阪府地域防災計画に基

づき、府の指示に応じるとき、又は自ら必

要と認めたときは、基幹災害医療センター

及び特定診療災害医療センターとして、患

者を受け入れるとともに、医療スタッフを

現地に派遣して医療救護活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害時には、大阪府地域防災計画に基づき、府の指

示に応じるとき、又は自ら必要と認めたときは、基

幹災害医療センター及び特定診療災害医療センター

として、患者を受け入れるとともに、医療スタッフ

を現地に派遣して医療救護活動を行う。 

・平成18年度に災害対策規程を制定し、災害時におけ

る体制整備を行う。 

 

 

○医療スタッフの派遣実績、医療救護活動実

績 

○災害対策規定の制定状況、災害時における

体制整備の取組状況 
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（23）急性期・総合医療センターは、基幹災

害医療センターとして、災害対策マニュア

ルを整備し、災害時に多発する救急患者の

受入れ、患者及び医薬品等の広域搬送拠点

としての活動及び地域医療機関との調整等

に加え、患者の広域搬送に係る地域災害医

療センター間の調整を行う。 

・急性期・総合医療センター以外の４病院

は、特定診療災害医療センターとして、専

門医療を必要とする患者の受入れ、医療機

関間の調整、医療機関への支援等を行う。 

 

 

・急性期・総合医療センターは、基幹災害医療センタ

ーとして、災害時に備え整備している災害対策マニ

ュアルを点検する。また、平成18年度に、ＤＭＡＴ

（災害医療派遣チーム）研修への職員派遣を行う。 

・急性期・総合医療センター以外の４病院は、特定診

療災害医療センターとして、災害時に即応できるよ

う、職員への連絡体制、配備計画等の整備に努め

る。 

 

 

 

○災害対策マニュアルの点検結果と見直し状

況 

○ＤＭＡＴ（災害医療派遣チーム）研修への

職員派遣実績 

○職員連絡体制、配備計画等の整備状況 

 

 

 

    

（24）急性期・総合医療センターにおいて、

災害発生時に備え、大阪府、地域医療機

関、地域医師会、看護学生ボランティア等

の参加による災害医療訓練を年１回実施す

るとともに、府内の災害医療機関の医療従

事者を対象とする災害医療研修を実施す

る。 

 

・急性期・総合医療センターにおいて、その他の４病

院をはじめ、大阪府、地域医療機関、地域医師会、

看護学生のボランティア等も参加する災害医療訓練

を実施するとともに、府内の災害医療機関の医療従

事者を対象に、災害発生時の対応と知識・技術の向

上を図る災害医療研修を実施する。 

 

災害医療訓練等の実施予定（平成18年度） 

区分 回数 参加者数 

災害医療訓練 1回 約300人 

災害医療研修 2回 約300人 

 

 

 

○災害医療訓練の実施回数、参加者数 

○災害医療研修の実施回数、参加者数 

 

    

② 医療施策の実施機関としての役割 

（25）医療施策の実施機関として健康福祉行

政を担当する府の機関と連携し、各病院の

基本的な機能に応じて、それぞれ次の表に

掲げる役割を担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各病院は、医療施策の実施機関として健康福祉行政

を担当する府の機関と連携し、それぞれの基本的な

機能に応じて、次に掲げる役割を担う。 
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【急性期・総合医療センター】 

（26）救命救急センター、がん診療連携拠点

病院、難病医療拠点病院、エイズ治療拠点

病院、障害者医療リハビリテーションセン

ター（仮称）（平成19年度～） 

・救命救急センターとして、府内各医療機関から三次

救急患者の受入れを行う。 

・地域がん診療連携拠点病院として、がん診療情報の

収集、分析及び情報発信、地域医療機関との診療連

携を図るとともに、地域におけるがん医療の水準向

上を図る。 

・難病医療拠点病院として、難病治療を行うととも

に、難病医療に関する相談や情報提供等を行う。 

・エイズ治療拠点病院として、ＨＩＶ感染症の治療を

行うとともに、相談・検査機関との連携を図る。 

（参考） 
区 分 平成17年度実績

救急車搬送受入れ件数 3,487件

三次救急新入院患者数 965人

ＣＣＵ新入院患者数 332人

エイズ新患者数  2人

大阪難病医療情報セン

ター療養相談件数 

1,627件

 
 

○救急車搬送受入れ件数、三次救急患者の受

入実績 

※地域がん診療連携拠点病院としての活動実

績 

○ＣＣＵ新入院患者数 

○エイズ新患者数 

○大阪難病医療情報センター療養相談件数 

 

    

【呼吸器・アレルギー医療センター】 

（27）難治性多剤耐性結核広域拠点病院、結

核予防法（昭和26年法律第96号）に基づく

入所命令患者の受入病院、エイズ治療拠点

病院 

・難治性多剤耐性結核広域拠点病院として、多剤耐性

結核病棟の運営を行うとともに、多剤耐性結核の集

学的治療を行う。 
・結核予防法に基づく入所命令患者の受入れを行う。

・呼吸器内科、循環器内科並びに集中治療科を中心に

呼吸不全・心不全・ショックの三次救急を行う。  

・結核、重症呼吸器感染症を併発したエイズ患者の拠

点病院として患者の受入れを行う。 
（参考） 

区 分 
平成 17

年度実績

在宅酸素療法患者数（年度末） 389 人

肺がん退院患者数 

（うち、手術患者数） 

1,005 人

（83 人）

結核入所命令新患者数 259 人

多剤耐性結核新入院患者数 26 人

気管支喘息患者の新患者数 974 人

アトピー性皮膚炎患者の新患者数 1,164 人

小児喘息患者の新患者数 429 人

エイズ新患者数 2 人 

○在宅酸素療法患者数、肺がん退院患者数 

○結核入所命令新患者数、多剤耐性結核新入

院患者数 

○気管支喘息患者の新患者数、小児喘息患者

の新患者数 

○アトピー性皮膚炎患者の新患者数 

○エイズ新患者数 
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【精神医療センター】 

（28）応急入院、措置入院患者等の受入病

院、第一種自閉症児施設 

・緊急救急病棟及び高度ケア病棟と、後送病棟として

の役割を果たす総合治療病棟との連携により、

措置入院、緊急措置入院等の受入れを円滑に行う 
・第一種自閉症児施設として、自閉症などの精神発達

障害圏の措置児童の受入れを行う。 
（参考） 

区 分 平成 17 年度実績 

措置入院   61 件

緊急措置入院  51 件
措置患者等の受

入れ件数 
応急入院 5 件

自閉症初診診断

患児数 

388 人

自閉症待機患児

数（年度末） 

920 人

思春期外来の延

べ患者数 

2,276 人

薬物中毒 76 件難治症例等の受

入れ件数 他院からの受入れ 8 件

訪問看護の実施

回数 

3,020 回

 

 

○措置患者等の受入件数（措置・緊急措置・

応急） 

○自閉症初診診断患児数、自閉症待機患児数

（年度末） 

○思春期外来の延べ患者数 

○難治症例等の受入件数 

○訪問看護の実施回数 

    

【成人病センター】 

（29）がん診療連携拠点病院及び患者等に対

する相談支援センター機能 

・地域がん診療連携拠点病院として、診療成績･生存

率等データの集積・提供、患者相談支援機能の整備

（地域医療機関との連携）、診療体制の確立につい

て、総合的に推進する。 
（参考） 

区 分 
平成 17

年度実績

難治性がん手術件数 758 件

（内訳） 

 肺がん 276 件

 肝がん・膵がん・胆のうがん 147 件

 食道がん 79 件

 骨髄液採取 9 件

 卵巣がん 47 件

 骨軟部腫瘍  200 件

がん新入院患者数 7,217 人

 

 

○診療成績･生存率等データの集積・提供の取

組状況 

○患者相談支援機能の整備（地域医療機関と

の連携）の取組状況 

○難治性がん手術件数 

○がん新入院患者数 
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【母子保健総合医療センター】 

（30）総合周産期母子医療センター、産婦人

科診療相互援助システム基幹病院、新生児

診療相互援助システム基幹病院 

・総合周産期母子医療センターとして、多胎妊婦など

のハイリスク妊産婦や超低出生体重児に対して、母

体、胎児から新生児にわたる高度専門的な治療を行

う。 
・ＯＧＣＳ（産婦人科診療相互援助システム），ＮＭ

ＣＳ（新生児診療相互援助システム）の基幹病院と

しての役割を果たす。 
（参考） 

区 分 平成 17 年度実績

1,000ｇ未満の超低出生体重

児取扱件数 

51 件

双胎以上の分娩件数 144 件

新生児を含む１歳未満児に対

する手術件数 

657 件

母体緊急搬送受入れ件数 111 件

新生児緊急搬送件数 237 件

 

 

○ＯＧＣＳ、ＮＭＣＳの基幹病院としての取

組実績 

○1,000ｇ未満の超低出生体重児取扱件数 

○双胎以上の分娩件数 

○新生児を含む１歳未満児に対する手術件数 

○母体緊急搬送受入れ件数 

○新生児緊急搬送件数 

 

    

③ 調査及び臨床研究の推進 

（31）成人病センター及び母子保健総合医療

センターにおいて、調査部（母子保健総合

医療センターにあっては、企画調査部）及

び研究所と病院が連携し、がんや母子医療

の分野において、疫学調査、診断技法・治

療法の開発及び臨床応用のための研究に積

極的に取り組む。 

 

・成人病センター及び母子保健総合医療センターにお

いて、調査部（母子保健総合医療センターにあって

は、企画調査部）及び研究所と病院が連携し、がん

や母子医療の分野において、疫学調査、診断技法・

治療法の開発及び臨床応用のための研究に積極的に

取り組む。 

○論文発表件数 

○学会発表件数 

    

（32）既設の成人病センター及び母子保健総

合医療センターの研究所評価委員会におい

て、専門的見地から研究成果の外部評価を

引き続き実施する。 

・成人病センター及び母子保健総合医療センターの研

究所における研究について専門的見地から評価する

ため、研究所評価委員会における外部評価を実施

し、研究に反映させる。 
 

○外部評価の結果     

（33）成人病センター調査部において、大阪

府がん登録事業を継続実施し、各協力病院

の院内がん登録の整備を進めることによ

り、さらに登録情報の精度の向上を図る。 

・呼吸器・アレルギー医療センターにおい

て、臨床研究体制を整備し、治療法や予防

法等の開発、臨床応用に取り組むととも

に、結核に関する情報発信機能を担う。 

・成人病センター調査部において、府内医療機関の院

内がん登録を支援するソフトを開発・改良し、提供

するとともに、担当する実務者への研修会等を行

い、登録情報の精度の向上を図る。 
・呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、臨床研

究部を平成18年度に設置し、治療法、予防法等の開

発及び臨床応用に取り組むとともに、結核に関する

情報発信機能を担う。 

○がん登録支援ソフトの開発・改良・提供の

取組状況 
○実務者研修会の開催状況 
 
○臨床研究部の設置状況 
○臨床研究の取組状況 
○結核に関する情報発信の実績 
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（34）その他の病院においても、それぞれの

高度専門医療分野で臨床研究に取り組む。 
 

（参考１） 

論文発表等の状況（平成 16 年度実績） 

区分 件数 

  件 

邦文誌 564 

論文発表数 

欧文誌 264 

国内 1,386 学会発表数 

国外  172  

・その他の病院においても、それぞれの高度専門医療

分野で臨床研究に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○その他臨床研究にかかる取組み状況 
 

    

（35）大学等の研究機関及び企業との共同研

究などに取り組み、府域の医療水準の向上

を図る。 
 
（参考２） 

共同研究の実施状況（平成16年度実績） 

区分 件数 

  件 

大学等との共同研究 89 

企業等との共同研究 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・大学等の研究機関及び企業との共同研究などに取り

組み、府域の医療水準の向上を図る。 
 

（参考１）共同研究の実施状況（平成 17 年度実績） 

病院名 
大学等との

共同研究 

企業等との

共同研究 

件 件急性期・総合医療

センター 
26 ―

呼吸器・アレルギ

ー医療センター 

36 3

成人病センター 
13 14

母子保健総合医療

センター 

20 4

合計 95 21 

○共同研究の実施実績・成果     

（36）各病院の特性及び機能をいかして、新

薬の開発等に貢献し、治療の効果及び安全

性を高めるため、積極的に治験を実施す

る。また、中期目標期間中に平成16年度実
績と比較して、治験の実施件数を増加させ

る。 

・各病院において、治験担当者に対する研修の実施や

治験管理部門の体制整備などにより、治験に積極的

に取り組む。 
 

 

 

○治験担当者研修の実施状況 
○治験管理部門の体制整備の状況 
○治験の実施状況 
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（参考３） 

治験実施状況（平成 16年度実績） 

病院名 
治験実施

件数 

治験実施

症例数 

受託研究

件数 

  件 件 件 

急性期・

総合Ｃ 

39 282 98 

呼吸器・

ｱﾚﾙｷﾞｰＣ 

15 150 35 

成人病Ｃ 66 348 61 

母子Ｃ 

 

13 34 45 

 

 

（参考２） 

治験実施状況（平成 17年度実績） 

病院名 
治験実

施件数 

治験実施

症例数 

受 託 研

究件数 

  件 件 件

急性期・ 

総合Ｃ 

45 319 82

呼吸器・ 

アレルギーＣ 

14 146 25

成人病Ｃ 63 375 86

母子Ｃ 

 

14 36 49

 

 
 

     

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 患者・府民サービスの一層の向上 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

 

（37）患者・府民の目線に立って、その

満足度が高められるよう、よりきめ細

かくニーズに応じた医療サービスを提

供する。 

・また、患者サービス向上のための取組

効果の把握と改善に活用するため、患

者等を対象とした満足度調査を定期的

に実施し、病院間及び経年による比較

分析を行う。 

 

 

・患者サービスに関し、各病院の現状把握と改善に活

用するため、平成18年度に、各病院において、他病

院との比較が全国規模で可能な形で患者満足度調査

を実施するとともに、各病院の調査結果について

は、理事会等において情報の共有化を図り、患者・

府民サービスの向上に取り組む。 

 

○患者満足度調査の実施状況     

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 患者・府民サービスの一層の向上 

 (1) 待ち時間及び検査・手術待ちの改善等 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・患者サービス向上の観点から、各病院において外来診療等の待ち時間及び検査・手術待ちが発生している部門について、待ち時間及び検査・手術待ちの改善等に取り組むこと。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

 

 

① 待ち時間の改善 

（38）待ち時間の実態調査を毎年実施

し、患者・府民ニーズを把握した上

で、改善効果が見込まれる診療科につ

いて、診療時間帯の延長等の診療時間

の弾力化に取り組む。 

・待ち時間の改善のため、各病院において待ち時間の

実態調査を実施し、一層の改善に取り組む。 

（参考）平成 17 年度実態調査結果 

 

病院名 
平均外来 

待ち時間 

急性期・総合医療センター 41 分

呼吸器・アレルギー医療センター 59 分

精神医療センター 42 分

成人病センター 36 分

母子保健総合医療センター 48 分

 

 

 

○待ち時間実態調査の状況 

 

    

（39）初診予約制度の導入等の予約シス

テムの改善を行い、診療待ち時間の改

善を図る。 

・順番待ち時間の表示、患者呼び出し用

ＰＨＳの利用等により、診療待ち患者

に配慮した取組を行う。 

 

 

・各病院の実状に応じて、午後診療の導入など診療時

間の弾力化、予約システムの改善などを行い、診療

待ち時間の改善に取り組む。 

・あわせて、順番待ち時間の表示、患者呼び出し用Ｐ

ＨＳの利用等により、診療待ち患者に配慮した取組

を行う。 

○診療時間の弾力化、予約システムの改善など

の取組状況 

 

○順番待ち時間の表示、患者呼び出し用ＰＨＳ

の利用などの取組状況 

 

    

② 検査待ちの改善 

（40）検査予約のシステム化、検査機器

の稼動率向上等により、検査待ちの改

善を図る。 

 

・各病院の実状に応じて、検査予約のシステム化や、

検査実施日の拡大等による検査機器の稼動率向上、

検査の即日実施、検査結果の即日開示などにより、

検査待ちの改善を図る。 

 

○検査待ちの改善・解消の取組み実績     
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（41）ＰＥＴ（陽電子放射断層撮影装

置）診療の土曜日実施も踏まえ、成人

病センターにおいてＭＲＩ（磁気共鳴

断層診断装置）検査等の土曜日実施を

進める。 

 

・成人病センターにおいて、平成18年度中に、ＣＴ

（全身用Ｘ線コンピュータ断層診断装置）・ＭＲＩ

（磁気共鳴断層診断装置）の土曜日検査を実施す

る。 

 

○ＣＴ・ＭＲＩ土曜日検査の実施状況     

③ 手術待ちの改善 

・成人病センターにおいて、麻酔医の確保や、手術待

ち解消委員会を設置し取組を進めることにより、手

術件数の増加を図る。 

（手術件数） 

病院名 
平成17年度

実績 

平成18年度

目標値 

成人病センター 3,006 件 3,100 件

 

 

○手術件数の達成に向けた取り組み状況・実績 

 

    （42）成人病センター及び母子保健総合

医療センターにおいて手術待ちが発生

している状況を改善するため、医師等

の配置及び手術室の運用の改善等によ

る手術の実施体制を整備し、手術件数

の増加を図る。 

・母子保健総合医療センターにおいて、小児外科医等

を確保するとともに、平成18年度に他病院と連携

し、他病院の手術室等の施設・設備等を活用するこ

となどにより、手術件数の増加を図る。 

（手術件数） 

病院名 
平成17年度

実績 

平成18年度

目標値 

母子保健総合医療セ

ンター 
3,366 件 3,430 件

 

 

○手術件数の達成に向けた取り組み状況・実績 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 患者・府民サービスの一層の向上 

(2) 院内環境の快適性向上 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・患者や来院者により快適な環境を提供するため、病室、待合室、トイレ及び浴室などの改修・補修をきめ細かく実施するとともに、患者のプライバシー確保に配慮した院内環境の整備に努めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 院内施設の改善 

（43）患者及び来院者により快適な環境

を提供するため、病室、待合室、トイ

レ、浴室等の改修・補修を計画的に実

施するとともに、患者のプライバシー

確保に配慮した院内環境の整備を進め

る。 

 

・各病院において、患者及び来院者により快適な環境

を提供するため、病室、待合室、トイレ、浴室等の

改修・補修を計画的に実施するとともに、患者のプ

ライバシー確保に配慮した院内環境の整備を進め

る。 

・呼吸器・アレルギー医療センターにおいて、病気の

予防、治療に関する情報を提供する医療情報コーナ

ーを設置するなど、患者サービスの向上に努める。 

 

 

○改修・補修の実施状況 

○医療情報コーナーの設置・利用状況 

 

    

② 病院給食の改善 

（44）病院給食について、治療効果を上

げるための栄養管理の充実と併せて、

患者の嗜好にも配慮した選択メニュー

の拡充などに取り組む。 

・病院給食について、治療効果を上げるための栄養管

理の充実と併せて、患者の嗜好にも配慮した選択メ

ニューの拡充などに取り組む。 

 

○栄養管理充実の具体的な取組内容 

○選択メニュー拡充の取組状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 患者・府民サービスの一層の向上 

(3) 患者の利便性向上 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・クレジットカードによる診療料の支払い、コンビニエンス・ストアでの診療料の収納など、患者の利便性の向上に取り組むこと。 

 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

・法人化を機に、平成18年度からこれまでは法令上困

難であったクレジットカードでの診療料支払いを導

入するとともに、取引銀行のサービスを活用し、コ

ンビニエンス・ストア及び郵便局での診療料支払い

の取り扱いを開始し、患者等の利便性の向上を図

る。 

 

 

○クレジットカード決済の導入状況・取扱実績 

○コンビニエンス・ストア決済の導入状況・取

扱実績 

 

    （45）平成18年度から、クレジットカー

ドでの診療料支払いの導入、各病院へ

のＡＴＭの設置、コンビニエンス・ス

トア及び郵便局での診療料の支払い等

を実施し、患者等の利便性の向上を図

る。 

 

・病院に、全ての都市銀行のカードが利用できる銀行

共同ＡＴＭの設置を進める。 

○銀行共同ＡＴＭの設置・利用状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 患者・府民サービスの一層の向上 

(4) ＮＰＯ・ボランティアとの協働によるサービス向上の取組 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・ＮＰＯやボランティアの協力を得て、患者・府民の目線に立ったサービス向上のための取組を進めること。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① ＮＰＯの意見聴取 

（46）ＮＰＯの活動と連携・協働をし

て、各病院において院内見学及び意見

交換の機会を設けることにより、患

者・府民の目線に立ったサービス向上

の取組を進める。 

 

・平成17年度に成人病センターで実施したＮＰＯによ

る院内見学等の受入れについて、平成18年度に、母

子保健総合医療センターにおいて実施し、その結果

を参考にサービスの向上に取り組む。 

 

 

○ＮＰＯによる院内見学等の受入実績 

 

    

② 病院ボランティアの受入れ 

（47）地域におけるボランティア活動と

も連携・協力し、開かれた病院を目指

して、通訳ボランティア等の各病院に

おけるボランティアの受入れを進め

る。 

 

・平成18年度から手話通訳者を各病院に配置する。ま

た、通訳ボランティアなど、各病院において多様な

ボランティアの受入れを進める。  

 

 

○手話通訳者の配置実績 

○多様なボランティアの受入実績 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（48）府民に信頼される良質な医療を提

供するとともに、患者の目線に立った

医療を提供する。 

・また、財団法人日本医療機能評価機構

による病院機能評価を受審することに

より、第三者機関の評価に基づく医療

の質の確保・向上に努める。 

 

 

・成人病センターにおいて、平成19年度の財団法人日

本医療機能評価機構による病院機能評価の受審に向

け、院内に病院機能評価委員会・作業部会等を設置

し、準備を進める。 

 

     

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

 (1) 医療安全対策の徹底 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・府民に信頼される良質な医療を提供するため、院内感染防止対策を確実に実施するとともに、医療事故に関する情報の収集・分析に努めつつ、医療安全対策の徹底を図ること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（49）府民に信頼される良質な医療を提

供するため、外部委員も参画した医

療安全委員会、事故調査委員会等に

おいて医療事故に関する情報の収

集・分析に努め、医療安全対策を徹

底する。 

 

（参考１）医療安全委員会の開催状況等

（平成 16 年度実績） 

区分 開催回数 
 
医療安全委員会等 

回 

69 

院内感染防止委員会等 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各病院の医療安全管理委員会、事故調査委員会等に

おいて医療事故に関する情報の収集・分析に努め、

医療安全対策を徹底する。 

・各病院に医療安全管理者を平成18年度から専任で配

置し、医療事故防止のため、各病院の医療安全管理

者による会議を定期的に開催して、病院間の医療事

故等の情報交換・共有に努める。 

 

（参考１）医療安全管理委員会等の開催状況等 

（平成17年度実績） 

病院名 
医療安全管

理委員会等 

院内感染防止

委員会等 

回 回急性期・総合医療

センター 16 24

呼吸器・アレルギ

ー医療センター 
12 

12

精神医療センター 23 
12

成人病センター 17 
29

母子保健総合医療

センター 
11 

12

合計 79 89 

○医療安全管理委員会、事故調査委員会の開催

実績 

○医療安全対策の取組状況 

○医療安全管理者の配置状況 

○医療安全管理者による会議の開催状況 

 

    

（50）医療事故の公表基準を作成・運用

し、医療に関する透明性を高める。 

 

・医療に関する透明性を高めるため、法人としての医

療事故の公表基準の作成を進める。 

○医療事故公表基準の作成状況 
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（51）患者、家族等の安全や病院職員の

健康の確保のため、感染源や感染経

路などに応じた適切な院内感染予防

策を実施するなど、院内感染対策の

充実を図る。 

 

 

・各病院において、院内感染防止対策委員会を定期的

に開催するとともに、感染原因ごとのマニュアルを

整備し、院内感染防止対策を実施する。 

○院内感染防止対策委員会の開催状況 

○マニュアルの整備状況 

 

    

○医薬品、医療機器に関する安全情報の提供状

況 

○服薬指導件数 

 

    （52）医薬品等の安全確保のため、医薬

品及び医療機器に関する安全情報の

的確な提供、服薬指導（入院患者が

安心して薬を服用することができる

よう、薬剤師が直接、副作用の説明

等の薬に関する指導を行うことをい

う。）の充実を図る。 

 

（参考２） 

 服薬指導件数（平成16年度実績） 

 14,896件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各病院において、医薬品等の安全確保のため、医薬

品及び医療機器に関する安全情報の的確な提供、服

薬指導（入院患者が安心して薬を服用することがで

きるよう、薬剤師が直接、副作用の説明等の薬に関

する指導を行うことをいう。）の充実に努める。 

 

（参考２）服薬指導件数 

（平成17年度実績・平成18年度目標値）  

病院名 
平成17年度

実績 

平成18年度 

目標値 

件 件急性期・総合医療

センター 6,500 6,500

呼吸器・アレルギ

ー医療センター 

3,564 4,500

精神医療センター 154 200

成人病センター 4,885 5,100

母子保健総合医療

センター 

995 1,000

合計 16,098 17,300

 

 

 

 

     

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

(2) より質の高い医療の提供 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・客観的な根拠に基づき、個々の患者に最適な医療を選択し、より質の高い医療を提供するため、科学的な根拠に基づく医療（ＥＢＭ：Evidence Based Medicine）の推進、クリニカルパスの導入促進などに取り組

むこと。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 医療の標準化と最適な医療の提供 

（53）科学的な根拠に基づく医療（ＥＢ

Ｍ：Evidence Based Medicine）を提

供するため、学会の診療ガイドライン

等を参照したクリニカルパスの作成及

び適用を進める。 

 

・科学的な根拠に基づく医療（ＥＢＭ：Evidence 

Based Medicine）を提供するため、学会の診療ガイ

ドライン等を参照したクリニカルパスの作成及び適

用を進める。 

 

クリニカルパス適用状況 

（平成17年度実績・平成18年度目標値）〔再掲〕 

病院名 区分 
平成17年

度実績 

平成18年

度目標値

適用率 65.80% 70.00%急性期・総合医

療センター 種類数 260 270

適用率 22.10% 31.00%呼吸器・アレルギ

ー医療センター 種類数 49 52

適用率 45.00% 48.00%
成人病センター 

種類数 79 80

適用率 30.60% 35.00%母子保健総合医

療センター 種類数 20 25

 

 

○クリニカルパス適用率及び作成数に関する目

標達成状況 

 

    

（54）電子カルテの導入に伴い、クリニ

カルパスの電子化や診療支援及び安全

管理への活用を図り、医療水準の向上

及び診療内容の標準化を進める。 

 

・急性期・総合医療センターにおいて、平成18年度に

総合情報システムを更新しクリニカルパスを軸とし

た電子カルテを構築するとともに、平成19年度の全

面稼動に向け、職員への教育・研修を行う。 

 

 

 

○電子カルテ導入の構築に向けた取り組み状況 

○職員研修等の実施状況 
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（55）新しい医療技術の導入等に努め、

患者の病態に応じた治療を行うととも

に、個々の患者の希望を尊重した最適

な医療の提供に努め、患者のＱＯＬ

（生活の質）の向上を図る。 

 

 

・各病院において、新しい医療技術の導入やチーム医

療の充実などにより、患者の病態に応じた治療を行

うとともに、個々の患者の希望を尊重した最適な医

療の提供に努め、患者のＱＯＬ（生活の質）の向上

に取り組む。 

 

○新しい医療技術の導入の取組状況 

○チーム医療のための体制づくりの取組状況 

 

    

② 診療データの蓄積・分析による質の向上 

（56）蓄積された診療データを分析し、

経年変化及び他の医療機関との比較を

通じて、各病院における医療の質の向

上に役立てる。 

・各病院が果たすべき役割を表す活動指標とするた

め、他の医療機関との比較可能なＤＰＣ（急性期入

院包括払い制）の診断群分類を考慮しつつ、診療デ

ータの収集・分析を行い、医療の質の改善・向上を

図る。 

・また、急性期・総合医療センターにおける平成 19

年度からの電子カルテの導入にあたっては、疾病

別・ＤＰＣの診断群分類別に各種データを把握でき

るよう開発を進める。 

 

 

○診療データの収集・分析の取組状況 

○電子カルテシステムの開発・導入の取組状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

(3) 患者中心の医療の実践 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・医療の中心は患者であるという認識のもと、患者の権利を尊重すること。 

・患者が、自ら受ける医療の内容に納得し、自分に合った治療法を選択できるよう、十分な説明に基づくインフォームド・コンセントを徹底すること。 

・また、セカンドオピニオン（患者やその家族が、治療法等の判断に当たって、主治医とは別の専門医の意見を聴くことをいう。）の実施に努めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（57）患者と医療関係者との信頼・協力

関係のもとで、患者中心のより良い医

療を提供するため、患者の基本的な権

利を尊重することを定めた「患者の権

利に関する宣言」を職員に周知徹底す

るとともに、院内各所にわかりやすく

掲示する等により、患者等への周知を

図る。 

 

 

 

・各病院において、「患者の権利に関する宣言」を職

員に周知徹底するとともに、院内各所にわかりやす

く掲示する等により、患者等への周知を図る。 

○職員への周知徹底の取組実績 

○患者への周知の取組実績 

    

（58）職員を対象とする人権研修に引き

続き取り組むとともに、患者の基本的

な権利等を尊重する機運の醸成に努め

る。 

 

 

 

 

・法人における人権教育を積極的に推進するため、

「人権教育行動指針」を策定し、各病院の職員を対

象とする人権研修を実施する。 

 

○「人権教育行動指針」の策定実績 

○人権研修の実施実績 

 

    

（59）患者・府民の信頼と納得のもとで

診療を行うとともに、検査及び治療の

選択について患者の意思を尊重するた

め、インフォームド・コンセントを一

層徹底する。患者が理解可能なクリニ

カルパスを作成し、患者主体のチーム

医療を行う。 

 

 

 

 

・インフォームド・コンセントに関する指針の作成に

向けた検討や医療行為別に説明書等を準備するな

ど、各病院においてインフォームド・コンセントを

一層徹底させるための取組を進めるとともに、患者

が理解しやすいクリニカルパスを作成し、その適用

率を高める。 

 

○インフォームド・コンセントに関する取組み

実績 

○医療行為別の説明マニュアルの作成実績 

○クリニカルパスの適用率 
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（60）患者等が、判断する際に、主治医

以外の専門医の意見及びアドバイスを

求めた場合に適切に対応できるよう、

セカンドオピニオン（患者及びその家

族が、治療法等の判断に当たって、主

治医と別の専門医の意見を聴くことを

いう。）の充実に取り組む。 

 

（参考）セカンドオピニオン実施件数

（平成16年度実績） 

 

病院名 実施件数 

急性期・総合医療セン

ター 

件 

23 

呼吸器・アレルギー医

療センター 

19 

成人病センター 928 

母子保健総合医療セン

ター 

2 

 

 

 

 

 

・各病院において、セカンドオピニオン（患者及びそ

の家族が、治療法等の判断に当たって、主治医と別

の専門医の意見を聴くことをいう。）に積極的に取

り組むとともに、他の医療機関の例も参考にしつ

つ、適正な料金設定について検討する。 

 

 

 

（参考）セカンドオピニオン実施件数 

（平成17年度実績） 

 

病院名 実施件数 

急性期・総合医療センター 件

20

呼吸器・アレルギー 

医療センター 

25

成人病センター 1,236

母子保健総合医療センター 

 

6

 

 

○セカンドオピニオンの実施件数 

○料金適正化の検討実績 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

(4) 法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・府立の医療機関としての公的使命を適切に果たすため、医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、行動規範と倫理を確立し、適正な病院運営を行うこと。 

・個人情報保護及び情報公開に関しては、大阪府個人情報保護条例（平成8年大阪府条例第2号）及び大阪府情報公開条例（平成11年大阪府条例第39号）に基づき、府の機関に準じて適切に対応することとし、カルテ

（診療録）などの個人情報の保護並びに患者及びその家族への情報開示を適切に行うこと。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 医療倫理の確立等 

（61）府立の医療機関としての公的使命

を適切に果たすため、医療法（昭和23

年法律第205号）をはじめとする関係

法令を遵守するとともに、内部規律の

策定、倫理委員会によるチェック等を

通じて、役職員の行動規範と倫理を確

立する。 

・法人運営に係る諸規程を整備するとともに、職員の

綱紀保持に関するガイドラインを策定し、周知徹底

を図る。また、各病院において、外部委員も参画し

た倫理委員会によるチェック等を通じ、医療倫理の

確立に努める。 

 

○法人運営関係規程の整備実績・公表実績 

○職員綱紀保持ガイドラインの策定状況 

○倫理委員会の活動実績 

 

    

② 診療情報の適正な管理 

（62）カルテ（診療録）等の個人の診療

情報については、電子化も踏まえて、

診療録管理士等により適正な管理が行

うことができる体制を確保するととも

に、大阪府個人情報保護条例（平成８

年大阪府条例第２号）及びカルテの開

示に関する規程に基づき、患者及びそ

の家族への情報開示を適切に行う。 

・その他の個人情報保護及び情報公開に

関しては、大阪府個人情報保護条例及

び大阪府情報公開条例（平成11年大阪

府条例第39号）に基づき、府の機関に

準じ適切に対応する。 

 

（参考） 

カルテ開示件数（平成16年度実績） 

              77 件 

 

 

・個人情報の取扱及び管理に関する規程や、カルテ

（診療録）その他患者の診療に関する情報提供を適

切に行うための統一的な取扱いを定める「カルテ等

の診療情報の提供に関する規程」を整備し、個人情

報の適正な管理体制を整備するとともに、カルテ等

の患者及びその家族への情報開示を適切に行う。 

・その他の個人情報保護及び情報公開に関しては、大

阪府個人情報保護条例（平成８年大阪府条例第２

号）及び大阪府情報公開条例（平成11年大阪府条例

第39号）に基づき、府の機関に準じ適切に対応す

る。 

（参考）カルテ開示件数 

病院名 平成17年度実績

急性期・総合医療センター 19件 

呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ医療センター 9件 

精神医療センター 3件 

成人病センター 26件 

母子保健総合医療センター 18件 

合計 75件  

○個人情報等に関する規程の整備実績 

○「カルテ等の診療情報の提供に関する規程」

の整備及び公表の実績 

○情報公開制度の請求実績 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

３ より安心で信頼できる質の高い医療の提供 

(5) 電子カルテシステムの導入 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・患者中心の医療の充実や安全性の向上等を図るため、各病院の情報システムの更新時などに併せて、電子カルテの導入を順次進めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（63）患者中心の医療の充実及び安全性

の向上を図るため、診療の効率性を確

保しつつ、平成18年度に急性期・総合

医療センターにおいて電子カルテシス

テムを開発するとともに、それをモデ

ルとして、その他の病院の情報システ

ムの更新時期に併せて、電子カルテの

導入を図る。 

 

 

・患者中心の医療の充実及び安全性の向上を図るた

め、平成18年度に、５病院のモデルとして、急性

期・総合医療センターにおいて電子カルテシステム

を開発する 

 

 

○電子カルテシステムの開発状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

４ 府域の医療水準の向上への貢献 

(1) 地域医療への貢献 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・地域の医療に貢献するため、地域の医療機関との連携・協力体制の充実を図り、病病・病診連携を推進すること。 

・地域の医療水準の向上等の観点から、高度医療機器の共同利用の促進、開放病床（府立の病院の病床の一部を診療所に開放し、府立の病院の医師と診療所の医師が共同で患者の診療を行う制度をいう。）の利用促

進、医師等による医療機関等への支援、地域の医療従事者を対象とした研修会への医師等の派遣などを進めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（64）医師等による地域の医療機関等へ

の支援、地域の医療従事者を対象とし

た研修会への講師派遣等の医療スタッ

フの活動領域を拡大する。 

 

（参考） 

研修会への講師派遣等 

（平成16年度実績） 

区分 人数等 

研修会への講師派遣数 延べ283

人 

地域の医師等の参加に

よる症例検討会等の開

催回数 

44回 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人的資源を有効に活用し、府域の医療水準を向上さ

せるために、医師等による地域の医療機関等への支

援、地域の医療従事者を対象とした研修会への講師

派遣等を積極的に行う。 

 

（参考） 

研修会への講師派遣等 

（平成17年度実績） 

病院名 

研修会への講

師派遣数 

（延べ人数） 

地域の医師等

の参加による

症例検討会等

の開催回数 

急性期・総合医

療センター 

     人 

67 

回

13

呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ

医療センター 

50 18

精神医療センタ

ー 

38 ―

成人病センター 17 3

母子保健総合医

療センター 

59 12

合計 231 46

 

 

 

 

○研修会への講師派遣件数 

○症例検討会等の開催件数 
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（65）地域の医療機関との連携を強化し

て、高度医療機器の共同利用を促進す

る。 

 

（参考）高度医療機器の共同利用件数

（急性期・総合医療センター・平成16年

度実績） 

区分 件数 

  件 

ＭＲＩ 91 

ＣＴ（全身用Ｘ線コンピ

ュータ断層診断装置） 

60 

ＲＩ（核医学検査装置） 21 

合計 172 

 

 

 

 

 

 

・地域の医療機関との連携を強化し、府立の病院が有

する高度医療機器の有効利用の観点から共同利用の

促進に取り組む。 

 

（参考）高度医療機器の共同利用件数 

（平成17年度実績） 

病院名 区分 件数 

  件

ＭＲＩ 137

ＣＴ 112

ＲＩ（核医学検査装置） 25

急性期・

総合医療

センター 

合計 274

ＭＲＩ 

（平成17年12月から稼動） 

6

ＣＴ 58

ＲＩ 85

呼吸器・

アレルギ

ー医療セ

ンター 
合計 149

 

 

○高度医療機器の共同利用促進の取組実績 

 

    

（66）・開放病床（府立の病院の病床の

一部を診療所に開放し、府立の病院の

医師と診療所の医師が共同で患者の診

療を行う制度をいう。）の利用促進に

取り組み、地域の医療水準向上に貢献

する。 

 

（参考）開放病床の利用状況 

（急性期・総合医療センター・ 

平成17年６月から同年11月までの実績） 

区分 人数 

  人 

登録医届出数  253 

利用患者数 47 

 

 

 

 

 

 

・急性期・総合医療センターで実施している開放病床

（府立の病院の病床の一部を診療所に開放し、府立

の病院の医師と診療所の医師が共同で患者の診療を

行う制度をいう。）制度について、地域の診療所へ

の広報等を行うなど、一層の利用促進に取り組む。 

 

（参考）開放病床の利用状況 

（急性期・総合医療センター・平成17年度実績） 

 

区分 人数 

  人

登録医届出数  362

利用患者数 91

 

 

 

 

○開放病床制度の広報の取組実績 

○開放病床の登録医届出数 

○開放病床の利用患者数 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

４ 府域の医療水準の向上への貢献 

(2) 教育研修の推進 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・臨床研修医及びレジデントの受入れ、看護師及び薬剤師等の実習の受入れ等を積極的に行い、充実した教育体制の下で、府域における医療従事者の育成を進めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（67）府域の医療従事者の育成を図るた

め、充実した教育研修体制を整備し、

臨床研修医及びレジデントの受入れを

積極的に行う。 

 

（参考１）臨床研修医等の受入れ数 

（平成 16 年度実績）〔再掲〕 

 

区分 人数 

 

臨床研修医 

人 

44 

レジデント 79 

 

 

・新たに整備する機能も活用しつつ、臨床研修医受入

れプログラムの充実を図るなど、教育研修体制を強

化し、臨床研修医及びレジデントの受入れ拡大に努

める。 

 

臨床研修医等の受入れ数〔再掲〕 

区分 平成17年

度実績 

平成18年

度目標値 

臨床研修医 

（うち協力型受入れ数） 

100 人 

（54） 

 100 人

 （57）

レジデント   71   87

備考 

・協力型受入れ数は、協力型臨床研修病院（主たる臨

床研修病院と共同して、特定の診療科において短期

間の臨床研修を行う病院）として、臨床研修医を受

け入れた人数。 

○教育研修体制強化の取組の具体的事例 

○臨床研修医及びレジデント受入の状況 

 

    

（68）看護師及び薬剤師等の実習の受入

れ等を積極的に行う。 

 

（参考２）看護学生実習受入れ数 

   （平成 16 年度実績） 1,531 人 

・看護師及び薬剤師等の実習の受入れ等を積極的に行

う。 

 

（参考）看護学生実習受入れ数 

病院名 平成17年度実績

 

急性期・総合医療センター 

     人 

354 

呼吸器・ｱﾚﾙｷﾞｰ医療センター 271 

精神医療センター 648 

成人病センター 272 

母子保健総合医療センター 428 

合計 1,973 

 

 

○看護学生実習の受入人数 
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（69）成人病センターにおいて、内視鏡

教育研修センターを創設し、教育研修

に努める。 

 

・平成18年度に、成人病センターにおいて、消化器科

レジデント、臨床研修医、実習生などを対象とした

内視鏡教育研修センターを開設する。 

 

 

○内視鏡教育研修センターの設置状況、受入実

績 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第１ 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

４ 府域の医療水準の向上への貢献 

(3) 府民への保健医療情報の提供・発信 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・各病院に蓄積された専門医療に関する情報をもとに、府民を対象とした公開講座の開催や、ホームページでの情報提供など、健康に関する保健医療情報の発信及び普及啓発を進めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（70）各病院に蓄積された専門医療に関

する情報を基に、府民を対象とした公

開講座の開催、ホームページでの疾病

等に関する情報提供等の健康に関する

保健医療情報の発信及び普及啓発に取

り組む。 

 

 

・各病院や５病院合同による府民公開講座の開催を実

施するとともに、ホームページでの疾病等に関する

情報提供など、健康に関する保健医療情報につい

て、患者・府民への発信・普及啓発に取り組む。 

 

 

 

○府民公開講座の開催実績・参加状況 

○当該ホームページの更新等状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 運営管理体制の確立 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・府立病院機構の運営及び各病院の経営支援が的確に行えるよう、理事長、副理事長及び理事で構成する理事会並びに本部事務局などの体制を整備するとともに、府立病院機構内で適切な権限配分を行い、効率的・

効果的な運営管理体制を構築すること。 

・また、中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標が着実に達成できるよう、各病院が目標達成に向けて自律的に取り組み、その業務実績を踏まえた運営を行う仕組みを整備すること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（71）効率的・効果的な運営管理体制を

構築するため、理事長、副理事長及び

理事で構成する理事会並びに本部事務

局の体制を整備するとともに、府立病

院機構内で病院との適切な権限配分を

行い、府立病院機構の運営及び各病院

の経営の支援を的確に行う。 

 

・理事長、副理事長に加え、各病院の長及び本部事務

局長を兼務する理事による理事会を設置することに

より、法人として一丸となって、医療面及び経営面

における改善に取り組むための運営体制を整備す

る。 

・本部事務局は、総務部門と経営企画部門を設け、法

人全体の運営や各病院間の調整等を担うとともに、

これまで病院ごとに行っていた事務を集約し、効率

的に行うなど、病院の支援機能を果たす。 

 

 

 

○理事会等の開催実績 

○本部事務局の体制整備状況 

○事務部門の集約化の取組実績と効果 

    

（72）中期目標、中期計画及び年度計画

に掲げる組織目標の着実な達成に向け

て、病院別の実施計画を作成し、各病

院が自律的に取り組むとともに、月次

決算を踏まえた経営分析等も行い、機

動的な運営を行う。 

 

・中期目標、中期計画及び年度計画に掲げる組織目標

の着実な達成に向けて、各病院が中期目標期間を視

野に入れつつ、平成18年度実施計画を作成し、自律

的に取り組むとともに、病院別の月次決算を踏まえ

た経営分析等を行い、必要な対応を行うなど、機動

的な運営を行う。 

 

 

 

○各病院の実施計画の作成実績 

○病院別の月次決算の作成状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(1) 事務部門等の再構築 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・事務部門について、ＩＴの活用とアウトソーシングを進めるとともに、経営企画機能を強化して、スリムで経営効率の高い業務執行体制を構築すること。 

・給食業務については中期目標期間中に全面委託化するとともに、クリーニングなどの業務については １０年以内に順次アウトソーシング等を進めること。 

・業務委託にあたっては、性能発注等の手法も活用しつつ、委託費の節減等を図ること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（73）事務部門について、ＩＴを活用し

て、各病院の事務サービスを標準化

し、本部への集約化と定型的な業務の

アウトソーシングを進める。 

 

 

・事務部門について、平成18年度から人事・給与シス

テムや財務会計システム等を導入し、事務の本部へ

の集約化と定型的な業務のアウトソーシングを実施

する。 

○事務部門の集約化・ＩＴ化の取組実績 

○業務アウトソーシングの取組状況 

 

    

（74）本部事務局に経営支援を行う部門

を設け、病院の経営情報を集中し、経

営企画機能を強化する。 

 

 

 

 

・本部事務局に法人全体の経営企画部門を設け、各病

院の経営企画部門と密接に連携するとともに、医事

システムや人事給与システムと連動した財務会計シ

ステムを活用して、各病院の経営情報を整理分析す

るなど、経営企画機能の強化を図る。 

 

○経営企画部門の体制整備の取組実績 

○財務会計システムの活用状況 

 

    

（75）上記によりスリムで経営効率の高

い業務執行体制を構築し、平成16年度

と比較して、平成22年度における事務

部門の常勤職員数について130人程度

の削減を目指す。（平成16年度事務職

員数192人） 

 

 

・事務部門の常勤職員数については、ＩＴ化及びアウ

トソーシングによるスリム化により、平成16年度と

比較して、平成18年度は80人削減する。 

○職員数削減の実績 

 

    

（76）事務職員の専門性を高めるため、

病院経営に関する知識・経験を有する

民間等の人材を活用するとともに、プ

ロパー職員の採用を段階的に進める。 

 

 

 

・平成19年度からのプロパー職員採用に向けた準備を

進めるとともに、病院運営に関する専門的知識を有

する民間人材の活用についての検討を行う。 

○プロパー職員の採用状況 

○民間人材活用に向けた検討状況 
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（77）診療報酬事務等の専門研修、危機

管理等に関する研修を実施し、事務能

力の高度・専門化を図る。 

 

 

 

・診療報酬事務等の専門研修や危機管理等に関する研

修、財務経営分析等に関する研修の開催や参加を通

じて事務職員の能力の高度・専門化を図る。 

○研修事業の取組実績     

（78）給食業務については、中期目標期

間中に全面委託するとともに、クリー

ニング等の業務のアウトソーシング等

を順次進める。 

 

 

 

 

・平成19年度からの呼吸器・アレルギー医療センター

の調理業務の全面委託化に向け、厨房の改修や業者

選定などの準備を行う。 

・また、その他の業務についても、委託化が可能なも

のについて、各病院においてアウトソーシング等を

進める。 

○呼吸器・アレルギー医療センターの調理業務

の全面委託化に向けた取組実績 

○アウトソーシング対象業務の検討実績 

 

    

（79）業務委託に当たっては、技術ノウ

ハウの承継にも配慮しつつ、性能発注

等の手法も活用し、委託費の節減等を

図る。 

・精神医療センター再編整備をＰＦＩ手法で実施する

に当たっては、施設整備に加え、施設の維持管理や

給食業務等の業務についても、あわせて事業者に性

能発注により委ねることで、民間事業者のノウハウ

を活かし、財政負担の縮減を図る。 

 

 

○ＰＦＩ事業の概要 

○ＰＦＩ導入による財政的効果 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  

 

 

 

 



 
大阪府立病院機構 

 - 44 -

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(2) 診療体制・人員配置の弾力的運用 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・医療需要の変化に迅速に対応し、診療科の変更や医師等の配置を弾力的に行うことや、常勤以外の雇用形態も含めた多様な専門職の活用を図ることにより、効果的な医療の提供に努めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（80）医療需要の質の変化や患者動向に

迅速に対応するため、診療科の変更、

医師等の配置の弾力化、常勤以外の雇

用形態を含む多様な専門職の活用等を

行うとともに、病院間の人材活用等の

ネットワーク化による利点もいかし

て、効果的な体制により医療を提供す

る。 

 

・各病院において必要に応じ、診療科の変更、医師等

の弾力的な配置、常勤以外の雇用形態を含む多様な

専門職の活用等により、医療ニーズや患者動向の変

化等に柔軟に対応する。 

・また、人的資源の有効活用の取り組みとして、平成

18年度に、確保が困難な麻酔医について病院間の人

材活用を図る。 

 

 

 

○診療科の変更、医師等の弾力的な配置、雇用

形態の多様化などの取組の実績 

○病院間の人材活用の取組状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(3) 職員の職務能力の向上 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・看護師等の医療スタッフについて、職務能力の高度化・専門化を図るため、資格取得も含めた教育研修システムを整備するとともに、病院間の横断的な人事異動も含めたキャリアパスづくりを進めること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（81）看護師等の医療スタッフについ

て、職務能力の高度・専門化を図るた

め、資格取得を含む教育研修システム

を整備するとともに、病院間の横断的

な人事異動も含めたキャリアパスづく

りを進める。 

 

・より水準の高い看護を行うため、認定看護師及び専

門看護師の資格取得を促進するための長期自主研修

支援制度を創設するとともに、看護師のキャリアパ

スづくりについての検討を進める。 

 

 

 

○長期自主支援制度の創設・運用状況 

○看護師キャリアパスの検討実績 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(4) 人事評価システムの導入 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・職員の業績や能力を的確に反映した人事及び昇任管理を行うため、頑張った職員が報われる公正で客観的な人事評価システムの導入を図ること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（82）職員の業績や能力を職員の給与に

反映させるとともに、職員の人材育成

及び人事管理に活用するための公正で

客観的な人事評価システムについて、

早期の実施を目指す。 

 

 

・職員の業績及び能力を職員の給与に反映させるため

の人事評価システムの早期の実施を目指し、具体的

検討を行う。 

 

 

 

 

○人事評価システムの検討実績 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(5) 業績・能力を反映した給与制度 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・地方独立行政法人法の規定に基づき、職務給・能率給の原則に立った給与制度を導入し、適切に運用すること。 

 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（83）職員の給与については、頑張った

職員が報われるような給与制度にする

必要があるため、非役付職員の給与カ

ーブをフラット化した独立行政法人国

立病院機構の給料表を用いるなどの職

務給・能率給の原則に立った給与制度

を導入する。 

 

・職員の給与については、平成18年度から、非役付職

員の給与カーブをフラット化した独立行政法人国立

病院機構の給料表を用いるなどの職務給・能率給の

原則に立った給与制度を導入する。 

 

 

 

 

○職務給・能率給の原則に立った給与制度の導

入実績 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(6) 多様な契約手法の活用 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・透明性・公平性の確保に留意しつつ、医薬品等の調達及び物流管理を包括的に業務委託するＳＰＤ（Supply Processing and Distribution）をはじめ、複数年契約や複合契約など多様な契約手法を活用し、費用の

節減等を図ること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

（84）売買、請負等の契約については、

情報の公開と競争による選定を基本と

し、透明性・公平性を確保する。 

 

・入札・契約については、一般競争入札を原則とする

会計規程や契約事務取扱規程等を整備し、透明性・

公平性の確保を図る。 

 

 

 

○会計規程等の整備実績 

○入札・契約の件数 

 

    

（85）平成18年度から５年間の複数年契

約によるＳＰＤ（Supply Processing 

and Distribution）を導入し、医薬

品、診療材料等の一括調達と適正在庫

を図ることにより、材料費を節減す

る。 

 

・平成18年度から5年間の複数年契約によるＳＰＤ

（Supply Processing and Distribution）を導入

し、医薬品、診療材料等の一括調達と適正在庫を図

ることにより、材料費を節減する。 

 

 

 

○ＳＰＤ導入の状況 

 

    

（86）民間における取組事例も参考に、

複数年契約、複合契約等の多様な契約

手法を活用し、さらなる費用の節減に

取り組む。 

 

 

・精神医療センター再編整備事業について、民間事業

者のノウハウを活かし、財政負担の縮減を図るた

め、ＰＦＩ手法を活用する。 

・また、民間における取組事例も参考に、業務委託や

物品購入における複合契約等の多様な契約手法につ

いて検討を進める。 

 

 

 

○ＰＦＩ導入による財政効果・メリット 

○その他契約手法の弾力を活かした取組事例 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(7) 予算執行の弾力化等 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

・中期目標及び中期計画の枠の中で、予算科目や年度間で弾力的に運用できる会計制度を活用した予算執行を行うことにより、効率的・効果的な事業運営に努めること。 

・病院ごとの財務状況を的確に把握するとともに、病院の自主的な経営努力を促すため、目標を設定し、その達成状況を病院ごとに評価・反映するシステムを検討すること。 

 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 予算執行の弾力化 

（87）中期計画の枠の中で、予算科目間

及び年度間で弾力的に運用できる会計

制度を活用した予算執行を行うことに

より、効率的・効果的な業務運営を行

う。 

 

・中期計画の枠の中で、予算科目間で弾力的に運用で

きる会計制度を活用した予算執行を行うことによ

り、効率的・効果的な業務運営を行う。 

 

 

○予算執行の弾力化の具体的事例     

② 病院別の財務状況の把握及びメリットシステムの導入 

（88）病院ごとの財務状況を的確に把握

するとともに、病院の自発的な経営努

力を促すため、経営改善目標の達成状

況に応じてその成果を一部還元し、医

療水準の向上等のために活用できるよ

うなメリットシステムを導入する。 

・財務会計システムを活用し、病院ごとの財務状況を

把握するとともに、病院の自発的な経営努力を促す

ため、法人全体及び各病院の経営改善目標の達成状

況を踏まえつつ、その成果の一部を医療水準の向上

等のために活用する。 

 

 

 

○月次報告の内容 

○メリットシステムの検討状況 

 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２ 効率的・効果的な業務運営 

(8) 収入の確保と費用の節減 

 

 中 

 期 

 目 

 標 

①収入確保 

・病病・病診連携の強化や病床管理の弾力化等により、病床利用率の向上及び高度医療機器の稼働率の向上を図ること。また、診療報酬の請求漏れや減点の防止、未収金の未然防止対策と早期回収に努めること。さ

らに、競争的研究費の獲得に努めること。 

②費用節減 

・ＳＰＤの導入、後発医薬品（先発医薬品の特許が切れた後、先発医薬品と主成分や規格が同一であるとして、臨床試験を省略して承認された医薬品をいう。）の採用促進及び院外処方の推進等により材料費の抑制

を図るとともに、ＥＳＣＯ事業（Energy Service Company：事業者が省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その結果得られる省エネルギー効果を保証する事業をいう。）の推進など光熱水費の節減に

努めること。 

 

進行状況 

中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等） 
ウェ

イト
自己

評価

委員会 

評価 

評価委員会において確認した事項 

進捗状況に関するコメント など 

① 収入確保 

（89）病病・病診連携の強化や病床管理

の弾力化等に取り組み、病床利用率及

び高度医療機器の稼働率を向上させ、

患者数の確保を図る。 

 

・病病・病診連携の強化や病床管理の弾力化等により

患者数の確保に取り組むとともに、高度専門医療の

提供により診療単価を向上させ、収入の確保を図

る。 

 

病床利用率等の平成18年度目標値 

 

入院 外来 

病院名 病床利

用率 

（％） 

入院診

療単価 

（円） 

１日平

均患者

数(人) 

外来診

療単価

（円）

急性期・総

合医療セン

ター 

90 46,410 1,486 8,319

呼吸器・ア

レルギー医

療センター 

（一般病

床のみ）

90.0 

2,8472 700 10,168

精神医療セ

ンター 
78.2 14,891 234 9,279

成人病セン

ター 
96.5 44,015 1,180 12,574

母子保健総

合医療セン

ター 

86 52,573 580 15,083

 

○病床利用率 

○外来患者数 

○一人当たり入院診療単価・外来診療単価 
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（90）診療報酬の請求漏れ及び減点の防

止対策を強化する。 

 

・各病院において専門業者による診療報酬請求に係る

精度調査を実施するとともに、その結果に基づいた

報告会を開催し、病院間での情報の共有化を図る。

また、各病院の医師、看護師等関係者に対し診療報

酬請求漏れ、減点防止対策研修会を開催する。 

 

 

○専門業者による精度調査の実施実績 

○情報共有化に向けての取組実績 

○診療報酬請求漏れ、減点防止対策研修会の開

催状況 

 

    

（91）未収金の発生を未然に防止する対

策を強化するとともに、早期の回収に

取り組む。 

 

・平成18年度当初から、診療料の支払いについて、ク

レジットカード支払いをはじめ、コンビニエンス・

ストアや郵便局で行えるようにし、未収金の発生を

未然に防止する。 

・また、督促状の発送や、電話による催促などを行う

とともに、督促に応じないものに対しては、法的手

段を行使するなどして、その回収に努める。 

 

 

○クレジットカード決済の導入・利用実績 

○コンビニ決済等の導入・利用実績 

○未収金の回収状況 

 

    

（92）国等からの競争的研究費、民間企

業等との共同研究による資金、企業等

からの奨励寄附金等の外部の研究資金

の獲得に努める。 

・国等からの競争的研究費、民間企業等との共同研究

による資金、企業等からの奨励寄附金等の外部の研

究資金の獲得に努める。 

 

 

 

○外部研究資金の獲得実績 

 

    

② 費用節減 

・ＩＴ化及びアウトソーシングによる組織のスリム化

や、職務給・能率給の原則に立った給与制度の導入

等により、人件費の抑制を図る。 

 

 

○人件費抑制の取組実績     

・ＳＰＤシステムを活用し、医薬品、診療材料等の一

括調達と適正在庫を図ることにより、材料費を節減

する。 

 

○ＳＰＤによる材料費抑制の取組実績     

（93）ＳＰＤの導入、後発医薬品（先発

医薬品の特許が切れた後、先発医薬品

と主成分や規格が同一であるとして、

臨床試験を省略して承認された医薬品

をいう。）の採用促進、院外処方の推

進等により材料費の抑制を図る。 

 

・院外処方を推進し、院外処方箋発行率の向上を図る

とともに、後発医薬品については、各病院の薬剤師

で構成する検討ワーキングから各病院の薬事委員会

に情報提供するなどして、採用の促進に努め、医薬

品購入経費の節減を図る。 

 

 

○院外処方箋発行率 

○後発医薬院採用に関する検討状況 
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（94）ＥＳＣＯ事業（Energy Service 

Company：事業者が省エネルギーに関

する包括的なサービスを提供し、その

結果得られる省エネルギー効果を保証

する事業をいう。）等を活用し、光熱

水費の節減に努める。 

・ＥＳＣＯ事業（Energy Service Company：事業者が

省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、

その結果得られる省エネルギー効果を保証する事業

をいう。）による光熱水費の削減目標額について

は、平成18年度において次に掲げる金額とする。 

 

ＥＳＣＯ事業による光熱水費の削減目標額 

 

病院名 

平成18年度 

目標額 

（百万円） 

急性期・総合医療センター 100

呼吸器・アレルギー医療センター 128

母子保健総合医療センター 76

 

 

 

○ＥＳＣＯ事業による光熱水費削減目標の達成

状況 

 

    

（95） ・また、精神医療センターにおいて、引き続き地下水

利用を行うとともに、急性期・総合医療センターに

おいても、光熱水費の節減や災害時の対応の観点か

ら、地下水利用システムを導入する。 

 

 

○急性期・総合医療センターにおける地下水利

用システムの導入状況 

    

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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第３ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

 
  ※財務諸表及び決算報告書を参照 
 
 
 
 
第４ 短期借入金の限度額 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 
 

１ 限度額  16,000 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

 

(1)運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足へ

の対応 

(2)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等

偶発的な出費への対応 

 

１ 限度額  16,000 百万円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

 

(1)運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足へ

の対応 

(2)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等

偶発的な出費への対応 

 

  

 
 
第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 
 

 
なし 

 
 
 

 
なし 

  

 
 
第６ 剰余金の使途 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 
 

 
・決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整

備、医療機器の購入等に充てる。 
 
 

 
・決算において剰余を生じた場合は、病院施設の

整備、医療機器の購入等に充てる。 
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第７ その他業務運営に関する重要事項 

 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 
 
 

１ 病院の施設整備の推進 

(1) 精神医療センターの再編整備 

・経営を改善して不良債務の解消を図り、平成22年

度中の完成を目指して、現地において建て替えに

よる再編整備を計画的に推進する。なお、再編整

備に当たっては、民間医療機関等との役割分担と

連携のもと、他の医療機関では対応が困難な患者

の受入れ機能を充実し、患者の立場に立った療養

環境の整備を行う。 

 

(2) 成人病センターの施設整備 

・成人病センターについては、担うべき診療機能に

ふさわしい施設内容及び療養環境を確保し、財

源、建て替え手法等の建て替えに必要な事項の検

討を計画的に進める。 

 

(3) その他の病院の施設整備 

・その他の病院については、老朽化の状況、求めら

れる機能、結核医療のあり方等を視野に入れ、今

後、担うべき診療機能にふさわしい施設整備のあ

り方を計画的に検討する。 

 

・精神医療センターの建て替えによる再編整備に

ついて、平成22年度の完成を目指し、平成18年

度中に、大阪府の建設事業評価を受けるととも

に、ＰＦＩ実施方針の公表、特定事業の選定な

ど、ＰＦＩ法に基づく手続に着手する。 

 

・成人病センターについては、担うべき診療機能

にふさわしい施設内容等のあり方の検討を行う

ため、大阪府との検討の場を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 大阪府立身体障害者福祉センター附属病院との

円滑な統合 

 

・急性期・総合医療センターについては、障害者医

療及びリハビリテーション医療の向上のため、平成

19年度に大阪府立身体障害者福祉センター附属病院

を統合し、幅広い診療科との連携の下、障害者に対

する専門的な診療機能を発揮するとともに、急性期

から回復期までの一貫したリハビリテーション医療

とこれに続く地域移行に向けたリハビリテーション

医療に取り組む。また、高次脳機能障害者への対応

等の新しい課題にも取り組み、これらのために必要

な体制を整備するとともに、円滑な業務開始を図

る。 

２ 大阪府立身体障害者福祉センター附属病院と

の円滑な統合 

 

・平成19年度の大阪府立身体障害者福祉センター

附属病院との統合に向け、施設改修（回復期リハ

ビリ病棟、障害者病棟及び障害者歯科等）を行う

とともに、大阪府と協議しつつ組織・運営面にお

ける連携体制づくりを進める。 
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第８ 地方独立行政法人法施行細則（平成 17 年大阪府規則第３０号）第４条で定める事項 

１ 施設・設備に関する計画 
 

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

 

備考  

１ 金額については、見込みである。 

２ 各事業年度の大阪府長期借入金等の具体的な額については、各事業

年度の予算編成過程において決定される。 

 
 
 
 

施設・設備の内容 予定額（百万

円） 

財   源 

 

 

病院施設、医療機器等整備 

 

 

総額 12,104 

 

 

 

大阪府長期借入金等 

 

 
 
 

施設・設備の内容 予定額（百万

円） 

財源 

・急性期・総合医療センターＳＣＵ

病床等整備 

・呼吸器・アレルギー医療センター

病棟浴室等整備 

・精神医療センター再編整備 

・成人病センター外来診察室整備 

・母子保健総合医療センター周産期

棟耐震整備 

・身体障害者福祉センター附属病院

リハビリテーション病棟等整備 

・医療機器整備 等 

総額 3,104 

 

 

 

 

 

大阪府運営

費負担金等

 

 
 
 

施設・設備の内容 決定額（百万

円） 

財   源 

 総額 

 

施設整備費補助金 

(   )

運営費交付金 

(   )

 

 
○ 計画の実施状況等 
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２ 人事に関する計画 

 
中 期 計 画 年 度 計 画 実 績 

・事務部門については、ＩＴ化及びアウトソーシングを活用し、経営企

画機能の強化及び事務の専門化を図りつつ、スリムで経営効率の高い

業務執行体制を構築し、平成22年度における事務部門の常勤職員数に

ついて平成16年度と比較して130人程度の削減を目指す。 

・給食業務については、中期目標期間中に全面委託するとともに、クリ

ーニング等の業務のアウトソーシング等を順次進めることにより、こ

れらの業務に係る常勤職員数を削減する。 

・医療スタッフについては、医療需要の質の変化及び患者動向に適切に

対応できるよう、診療科の変更、医師等の配置の弾力化、多様な雇用

形態の活用等により効果的な人員配置に努める。 

（期初における常勤職員数） 3,016人 

 

 

 

・事務部門については、平成18年度から人事・給与システムや財務会計

システム等を導入し、経営企画機能の強化と事務の専門化を図りつ

つ、スリムで経営効率の高い業務執行体制を構築し、平成18年度にお

ける事務部門の常勤職員数について平成16年度と比較して80人の削減

を行う。 

・平成19年度からの呼吸器・アレルギー医療センターの調理業務を全面

委託化に向け、厨房の改修や業者選定などの準備を行う。 

・また、その他の業務についても、委託化が可能なものについて、各病

院においてアウトソーシング等を進める。 

・診療科の変更、医師等の弾力的な配置、常勤以外の雇用形態を含む多

様な専門職の活用等により医療ニーズや患者動向の変化等に柔軟に対

応する。 

（常勤職員数） 3,016人 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


